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自転車

安全利用
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車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

交差点では信号と一時停止を守つて、

安全確認

夜間はライトを点灯

飲酒運転は禁止

ヘルメットを着用
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車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
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道路 (車道)の中央から左側部分の左側端に寄つて通行しなけ

ればなりません。
[道路交通法第17条 ]
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歩行者優先
「特例特定小型原動機付自転車・

普通自転車の歩道通行可」の標識

車道が原則、ただし、以下の場合は

歩道を通行することができます

歩道に「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行可」の標識、標示があるとき

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき

道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著し

く自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車など

との接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認

められるとき[道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条 ]

左側を通行

3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

[道路交通法第18条 1項 ]

自転車道がある場合は、工事などの場合を除き、自転車道を通行

しなければなりません。
[道路交通法第63条の3]

2万円以下の罰金又は科料

歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなら

ず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。

[道路交通法第63条の4]
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2万円以下の罰金又は科料



I信号遵守
対面する信号機に必ず従
わなければなりません。

(道路交通法第7条、道路交通

法施行令第2条 )

像一時停止
一時停止標識がある場所

では、必ず止まって安全確

認をしましょう。

(道路交通法第43条 )1ら、
す
二´/ 響

『7｀

R
＼ヽ

N

夜間はライトを点灯

飲酒運転は禁止
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ヘルメットを着用
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交差点では信号と一時停止を守つて、安全確認2
ア

3ケ月以下の懲役又は

5万円以下の罰金

3ヶ月以下の懲役又は

5万円以下の罰金

夜間は必ず前照灯をつけましょう。

[道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条 ]

5万円以下の罰金

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

[道路交通法第65条 ]
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年以下の懲役又は1∞万円以下の罰金 (洒酔い運転の場合)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (酒気帯び運転の場合)

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。

[道路交通法第63条の11第 1項 ]

自転車の運転者は、幼児等を自転車に同乗させるときは、

乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

[道路交通法第63条の11第 2項 ]

児童等の保護者は、児童等が自転車を運転するとき

は、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ

なりません。

[道路交通法第63条の11第 3項 ]
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できるだけ道路の左端に寄つて交差点の向こう側までまっすぐ進み、

十分速度をおとして曲がらなければなりません。

[道路交通法第34条 ]

面百1』にτヨEL■l信号機のある交差点を右折する場合は、

青信号で交差点の向こう側までまつす

ぐ進み、その地点で止まつて右に向きを変え、前方の信号が

青になつてから進むようにしなければなりません。

道路を横断しようとするときは、その付近に自転車横断帯がある場合

は、それによつて横断しなければなりません。交差点に自転車横断帯

があるときは、この横断帯を進行しなければなりません。

[道路交通法第63条の6、第63条のア〕

信号機 ロ

信号は、対面する信号機に従わなければなりません。

[道路交通法第7条、道路交通法施行令第2条 ]

「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信

号機がある場合は、車道を通行する自転車も歩行者

用信号機に従わなければなりません。

[道路交通法施行令第2条〕
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交差点で右折するとき

自転車横断帯

横断歩道
(自転車横断帯が設置されていない)

横断歩道は歩行者のための場所ですので、横断歩道上に歩行者が

いないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗

つたまま通行できますが、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合

は、自転車から降りて押して横断するようにしてください。

[交通の方法に関する教則]
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「歩行者・自転車専用」の表示がない場合
Xただし、歩道を走っている場合は歩行者用
信号を見る。

道路の横断

自転車が従うべき信号

セ
房

「歩行者・自転車専用」と表示されている場合


